
1 

 

みはまふるさとまつり広告協賛募集要領 

 

１．趣旨・目的 

   この要領は、みはまふるさとまつり（以下、「まつり」という。）の PRおよび事業費の効率

化を図るとともに、住民、企業、行政が協働し魅力あふれるまつりを実現することを目的

とした、協賛金の募集に関する事項を定めるものです。 

 

２．募集内容 

   募集する協賛金の内容は別表のとおりとします。 

 

３．申込み方法 

 

 （１）提出物 

   みはまふるさとまつり広告協賛申込書（様式１－１） 

   掲載レイアウト案（協賛プラン A～D）            

    

※掲載レイアウト案提出時の注意事項 

   レイアウトの作成基準 

  ・フルカラー対応可能（配色：４色） 

                  ・Adobe Illustrator（バージョン 2024以下推奨）を使用する場合は、文字はアウトライン

をかけて保存してください。また、画像ファイルを使用する場合は、ファイル上に埋め込

みしてください。 

  ・Adobe Photoshop（バージョン 2024以下推奨）を使用する場合は、解像度 300dpi・モード 

CMYKにしてください。また、レイヤーがある場合は、統合してください。 

  ・上記以外で原稿を作成する場合は、PDFデータにて入稿してください。 

  ・データによる入稿が難しい場合は、その旨お申し出ください。 

          ・原稿にイラスト、写真、ロゴを使用する場合は、申込者が肖像権および著作権をご確認く

ださい。 

   

  ※申込み後に取り下げる場合は、みはまふるさとまつり広告協賛申込取下げ届（様式１－２）

をご提出ください。 

 

（２）提出方法 

   郵送、E-mail、FAX 又は直接ご提出ください。 

    ※直接ご提出いただく場合は、土日祝日を除く、平日８：３０～１７：１５の間に、 

ご持参ください。 
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 （３）提出先 

   〒４７０－２４９２ 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面１０６番地 

   みはまふるさとまつり実行委員会事務局（美浜町役場地域戦略課内） 

   TEL：０５６９－８２－１１１１ FAX：０５６９－８２－４１５３ 

   E-mail：senryaku@town.aichi-mihama.lg.jp 

 

３．募集期間 

   令和７年５月１４日（水）～６月２３日（月） 

   ※郵送の場合は必着です。 

※募集期間内でも申込みが一定数以上に達した場合、募集を締切る場合がございます。 

   ※応募状況に応じて、募集期間を延長する場合がございます。 

 

４．協賛金の納付 

（１）みはまふるさとまつり実行委員会（以下、「実行委員会」という。）から協賛申込者へ、広

告協賛決定通知（様式２）を E-mailで送付します。 

 （２）指定する期日までに、下記の方法で協賛金をお振込みください。 

※振込先は、広告協賛決定通知に記載がございます。 

※振込手数料は、申込者のご負担となります。 

 

５．広告を掲載する場合の基本的な考え方 

   まつりの品位、公共性及び公益性を妨げないものであって、第三者に不利益を与えな 

い中立性のあるものとします。また、次に該当するものは、掲載できません。 

 （１） 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの  

（２） 公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの  

（３） 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの  

（４） 特定の政治、思想、宗教の活動に利用されるおそれがあるもの  

（５） 社会問題についての主義主張  

（６） 個人又は法人の名刺広告   

（７） 内容又は責任の所在が不明確なもの  

（８） 虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれがあるもの

等、消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの  

（９） 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの 

（10） 商品先物取引に関する営業広告 

 （11） 求人広告又はこれに類するもの 

 （12） 誇大表示又は不当表示その他表現方法が不適切なもの 

 （13） その他広告として掲載することが適当でないと主催者が認めるもの 

 

６．協賛決定の取り消し 

   次のいずれかに該当するときは、協賛の決定を取り消す場合がございます。 
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 （１）まつりの開催が出来ない場合など、重大な支障が生じたとき 

 （２）実行委員会が指定する期日までに、申込者が協賛金を納付しなかったとき 

 （３）実行委員会が指定する期日までに、申込者が広告原稿を提出しなかったとき 

 （４）その他、実行委員会が協賛決定を取り消す必要があると判断したとき 

 

７．その他 

 （１）協賛名の並び順や配置および位置は、指定できません。 

（２）申込者は、広告内容等掲載された広告に関する一切の責任を負います。 

 （３）この要領に定めることのほか、広告協賛に関し必要な事項については実行委員会が別に

定めます。 
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協賛プラン 
協賛枠サイズ 

（ヨコ×タテ） 
1 口の金額 募集数 企業ロゴ 広告 留意事項 

A 

公式パンフレット協賛 

（約 A4 の 1 ページサイズ） 

オリジナル法被・手ぬぐい・うちわ付き 

約 198×約 270mm 
250,000 

円 

2 枠 

程度 
〇 〇 

・公式パンフレットは A4 サイズ。 

・協賛広告は、公式パンフレットの後半に掲

載予定。 

・左記以外のサイズ変更は不可。 

・公式パンフレットは、まつり開催１か月前

を目途に町内世帯に区を通して配布予定、

また、公共施設等においても配布する。 

B 

公式パンフレット協賛 

（約 A4 の 1/5 ページサイズ） 

オリジナル手ぬぐい・うちわ付き 

約 198×約 54mm 
60,000 

円 

10 枠 

程度 
〇 〇 

C 

公式パンフレット協賛 

（約 A4 の 1/15 サイズ） 

オリジナルうちわ付き 

約 65×約 54mm 
20,000 

円 

30 枠 

程度 
〇 〇 

D 
公式パンフレット協賛 

（約 A4 の 1/30 サイズ） 
約 65×約 27mm 

10,000 

円 

60 枠 

程度 
〇 〇 

（別表） 


